
医療費控除のマイナポータル連携について

毎年２月９日以降、申告する年分の１月から12月までの保険診療分（※）に係る
医療費情報を、マイナポータル連携を利用して取得・申告書に自動入力できます！

マイナポータルで利用者登録
家族分の医療費情報を取得する場合は、
マイナポータルで代理人の登録
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はこちらから
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申告書の作成・提出
はこちらから

代理人の登録方法
の詳細はこちらから
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すでにマイナポータルで利用者登録済みの方はログインします。

１

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から、マ
イナポータル連携を利用すると、自動入力・自動計算で、医療
費控除を適用した申告書の作成・e-Taxによる送信ができます。

事前にマイナポータルで代理人の登録を行うことで、申告に
含めることができるご家族の医療費情報をマイナポータル連
携で取得し、申告書に自動入力できます。

（※）保険診療分であっても、はり・きゅう等の施術費用や整骨院・接骨院の柔道整復療養費など取得できない情報もあります。

マイナポータルの利用者登録をは
じめとする事前準備の操作方法や
マイナポータル連携を利用して、
医療費控除の入力を行う方法など
を動画でご案内しています。

動画で見る確定申告
詳細はこちらから

代理人の登録には、
ご家族の方のマイナンバーカードが必要です。
ご家族自身も事前にマイナポータルの利用者登録が必要です。

https://myna.go.jp/
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0023006-110_09.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sakusei/douga.htm
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